
『通所介護事業所における宿泊サービス（宿泊デイ）利用者のケアマネジメント点検支援』について

目　的

手　順（参考）

ケアマネジメント点検支援時の主なポイント

利用者 居宅での生活の継続を検討

　

自　宅

施設入所

入　院

施設（特別養護老人ホーム等）入所待機中

②通所介護事業所内の自主事業である宿泊サービス以外の施設を先に検
討したか
（特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・介護老人保健施設・認知症高
齢者グループホーム・小規模多機能・高齢者専用賃貸住宅など）
・経済的な問題は、確認したか

③宿泊デイを利用することは、在宅生活を継続できない緊急事態に該当
するが、こうした状況に陥った利用者支援にあたり、事業所内・保険
者・地域包括支援センター等関係機関との連携を図ったか

④　宿泊デイを利用中のモニタリングについて
　　・自宅に戻る可能性を考えているか（家族の介護力の変化等）
　　・次の生活の場を検討しているか
　　・宿泊デイを利用している間の利用者の状況を把握しているか
　（安全性・拘束・食事・入浴・医療的な処置・受診状況・権利擁護）

⑤　認知症の進行等を考慮して、医療機関等の連携を含めて、今後の
　　見通しをたてているか

①居宅での生活の継続が、どうすれば可能か検討したか？
・家族の介護は可能か（介護する家族の年齢や家族との関係性等を適切にアセスメントしたか）
・居宅生活の継続に必要なサービスを検討したか
・老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に該当しないか

月1回のモニタリング

ケアプラン作成依頼

経緯及び課題

【経緯】
○　宿泊サービスを提供している通所介護事業所立入調査により適切な
　ケアマネジメントが不十分なものが見受けられた。
○　そのため、介護支援専門員に対して、宿泊デイ利用者のケアマネジ
　メントが適正に実施されているかを確認するための調査を実施
　

【調査により把握できたケアマネジメント実施上の主な課題】
（１）アセスメントが不十分
（２）他のサービス検討が不十分
（３）事業所内の他の介護支援専門員、保険者、地域包括支援センター
　　　などとの連携が不十分
（４）宿泊デイ利用中のモニタリングが不十分
（５）介護度や認知症生活自立度が高い利用者が多いにも関らず医療と
　　　の連携が不十分

　利用者の自立支援と福祉の向上のため、「長期にわたる宿泊デイ利用者に係るケアマネジメント
点検支援シート」を活用し、適切なケアマネジメントであったかを自己点検をする際の一助とする
とともに介護支援専門員の「気づき」を促す。

①　ケアマネジメント点検事例の抽出
　　例：宿泊サービスが連続して３０日を超えるもの。
②　事前点検、疑義事項の整理
　　「長期にわたる宿泊デイ利用者に係るケアマネジメント点検支援シート」に記入・点検をしながら、ケア
　　マネジメントの内容の不十分なものをチェックする。
③　保険者との協働点検作業
　　事前の点検時にチェックした項目について、保険者と協働して確認する。
④　ケアマネジメント点検
　　保険者と介護支援専門員が一緒に点検することにより、介護支援専門員が自らのケアマネジメントを振り
　　返り、新たな発見や必要な働きかけの実施につながる洞察を促す「ケアマネジメント点検」を行う。
⑤　ケアプランの修正等
　　適切なケアプランの作成に繋げる。


